
事業所保存用 　
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★
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★ 1/23

★ 3/5

7/9 9/27～
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★ 4/25 8/23 2/14

7/4～

7/25～

5/29～ 8/27～

　　リスクアセスメント担当者養成講習 11/28 12/5

　2024.2.05　現在 

　　　　能登半島地震お見舞い申し上げます。　　　必要な資格は計画的に！ 資格証を紛失しても安心！取得経歴を生涯補償！

 　　　令和6年度 　　七尾・能登  会場　　　資格講習会計画
☆令和6年4月～令和7年3月　予定表  一般社団法人七尾労働基準協会☎0767-52-5343

　　　　　　資　格　講　習　種　別       実施月→

　　フォークリフト運転　技能講習
          ※フォークリフト全機種OK

　　小型移動式クレーン運転　技能講習
　　　　※5トン未満のユニックやレッカーの運転資格

　　玉掛け　技能講習

　　車両系建設機械運転技能講習 (整地・運搬・掘削用)
　　　　※ユンボ・タイヤショベル・ブルドーザーなど(機体重量無制限)

　　高所作業車運転技能講習(高さ10ｍ以上)
　　　　※スカイマスターの機種・高さ無制限に可能です 6/28～ 10/18～ 3/14～

　　★　高所作業車運転特別教育(高さ10ｍ未満)

　　特化物質等作業主任者技能講習　(R3.4.1法改正、R4.4.1法施行)

　　　※金属アーク溶接作業をする場合に選任が必要となりました

　　ガス溶接技能講習

　　アーク溶接特別教育

　　クレーン運転特別教育　(学科)　(5トン未満の定置式クレーン)

　　電気取扱(低圧)業務

　　グラインダー特別教育

　　刈払機取扱作業者安全衛生教育

　　フルハーネス型安全帯使用の特別教育

※　会場設営などの協力があり、概ね20人～30人程度以上の受講者となる場合は出向き講習が可能です。　その場合は地区労働基準協会へお問合せください。

※　受講者が10人未満の場合は延期又は中止となります。　　【能登半島地震の関係により予定変更や中止又は飛び入り実施する場合があります。詳しくは当協会HPをご覧ください】

　　安全衛生推進者（衛生推進者）養成講習(規模10人以上選任)

　　安全管理者選任時講習　　　　(規模50人以上選任)

　　職長・安全衛生責任者　教育　(監督者及び代理人)

※　詳しくは七尾労働基準協会のホームページをご覧ください。　☛HP〔各種 資格講習会のご案内〕➡受講申込書等➡〔講習申込書ダウンロード〕　　　

※　講習日の概ね1～2ケ月前には、実施要綱（案内書）及び受講申込書を当協会ホームページに掲載しますので、必要に応じてダウンロードしてください。　

※　欄外★印講習を建設業種の雇用保険の被保険者が受講すると、助成金（受講料以上の額）が雇用主に支給されます。
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